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医療法人社団京健会 さいきょうクリニック 
 

 

重要事項説明書 
 

本事業所はご契約者に対して居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）サービスを提

供します。 
事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明

します。 
※本事業所のご利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」「要支援」と認定された方対

象となります。 

本事業所は介護保険の指定を受けています。 
（指定事業者番号  京都市 第２６１０７０７１５６号） 
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ご利用者に対する居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）サービスの提供にあたり、

介護保険法に関する厚生省令４０号５条に基づいて、事業所の概要をご利用者に説明すべき事項

は次のとおりです。 
 
1. 法人の概要 
事業者の名称 医療法人社団京健会 
主たる事務所の所在地 京都市右京区西院北矢掛町３９番地１ 
法人種別 医療法人 
代表者の氏名 松井 亮好 
電話番号 ０７５－３１３－０７２１ 
 
2. 事業所の概要 
事業所の名称 医療法人社団京健会 さいきょうクリニック 
事業所の所在地 京都市右京区西院北矢掛町３９番地１ 
管理者氏名 松井 亮好 
電話番号 ０７５－３１３－０７２１ 
 
3. 事業の目的と運営の方針  
（１） 医療法人社団京健会が設置する医療法人社団京健会さいきょうクリニック（以下「事業

所」という）において実施する指定居宅療養管理指導（指定介護予防居宅療養管理指導）事

業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関す

る事項を定め、要介護状態（介護予防にあっては要支援状態）にある要介護者（要支援者）

（以下「利用者」という。）に対し、適切な居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）

サービスを提供することを目的とする。 
（２） 事業所は、事業の実施にあたっては、利用者が要支援・要介護状態となった場合におい 

ても、その利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るように

配慮して、その療養生活を支援し、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を

図り、要支援者においては、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 
（３） 事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った 

サービスの提供に努めるとともに常に利用者の家族との連携を図るものとする。 
 
4. 職員体制 
管理者 1 名 
医師 1 名以上 
 
5. 通常の事業の実施地域 

通常の事業の実施地域 

当事業所から 3.5km 以内の京都市右京区、西京区、中京区、下京 
区とする。その他の地域は、相談に応じることとする。 
（概ね、北方面：一条通まで、西方面：物集女街道まで、 

南方面：八条通まで） 
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6. 営業日及び営業時間等 

営 業 日 月曜日から土曜日 

営業時間 午前８時３０分から午後５時（土曜日は１２時３０分まで） 

営業しない日 土曜日午後・日曜日・祝日・１２月３１日から１月３日 

 
7. サービスの概要 

居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）サービスは、主治医等がその必要性を

認めた場合に、当事業所の医師がそのお宅を訪問して、療養上の指導等を行うことによ

り生活の質の確保及び向上を図るものです。 

 

8. 利用料について 
（１） 利用料は介護保険負担割合証に記載された負担割合によって決まります。  

サービス内容 基本料金 
1割 

負担 

2割 

負担 

3割 

負担 

医師が行う(介護予防)居宅療養管理指導【医療保険の在宅時医学総合管理料の算定しない場合】 

(介護予防) 

居宅療養 

管理指導費(Ⅰ) 

1：建物居住者 1人 

2：単一建物居住費 2～9人 

3：単一建物居住費 10人以上 

5,150円 

4,870円 

4,460円 

515円 

487円 

446円 

1,030円 

974円 

892円 

1,545円 

1,461円 

1,338円 

医師が行う(介護予防)居宅療養管理指導【医療保険の在宅時医学総合管理料の算定する場合】 

(介護予防) 

居宅療養 

管理指導費(Ⅱ) 

1：建物居住者 1人 

2：単一建物居住費 2～9人 

3：単一建物居住費 10人以上 

2,990円 

2,870円 

2,600円 

299円 

287円 

260円 

598円 

574円 

520円 

897円 

861円 

780円 

（２） 交通費 
通常の事業の実施地域内では交通費は無料ですが、タクシーや交通機関を利用した場合は実

費でご負担いただきます。なお、自動車を使用した場合は次の交通費をいただきます。 
通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道５㎞未満 ３００円  

通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道５㎞～１０㎞ ５００円  

通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道１０㎞以上、５㎞まで毎 ５００円加算 

（３） 支払方法 
毎月１５日前後に前月分の請求書を発行します。現金、または銀行振込みでお支払いの方は、  
月末までにお支払い下さい。お支払い方法は契約時にご相談ください。 
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9. 苦情等申立窓口 
    当事業所のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、下記までお

気軽にご相談下さい。責任を持って調査、改善をさせていただきます。 
     サービスに関する相談や苦情については、以下の窓口で対応します。 

（１） 医療法人社団京健会 さいきょうクリニック 
担当者 ： クリニック マネージャー 
電 話 ： ０７５－３１３－０７２１   FAX：０７５－３１３－１０８９ 
受付時間： 平 日 ９：００～１７：００ 

（２）公的機関 
京都市 右京区役所 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

受 付 時 間：月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

電話（代表）：０７５－８６１－１１０１ 
電話（直通）：０７５－８６１－１４３０ 

京都市 中京区役所 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

受 付 時 間：月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 
電話（代表）：０７５－８１２－００６１ 
電話（直通）：０７５－８１２－２５６６ 

京都市 西京区役所 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

受 付 時 間：月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

電話（代表）：０７５－３８１－７１２１ 
電話（直通）：０７５－３８１－７６３８ 

京都市 下京区役所 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

受 付 時 間：月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

電話（代表）：０７５－３７１－７１０１ 
電話（直通）：０７５－３７１－７２２８ 

京都市 南区役所 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

受 付 時 間：月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

電話（代表）：０７５－６８１－３１１１ 
電話（直通）：０７５－６８１－３２９６ 

京都市 北区役所 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

受 付 時 間：月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

電話（代表）：０７５－４３２－１１８１ 
電話（直通）：０７５－４３２－１３６６ 

京都市 上京区所 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

受 付 時 間：月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

電話（代表）：０７５－４４１－０１１１ 
電話（直通）：０７５－４４１－５１０７ 

京都市 東山区所 
健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

受 付 時 間：月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

電話（代表）：０７５－５６１－１１９１ 
電話（直通）：０７５－５６１－９１８７ 

京都府国民健康保険団体連合会 受 付 時 間：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

電話（代表）：０７５－３５４－９０９０ 
また、苦情処理体制・手順につきましては、【別添資料２】をご参照下さい。 

 
10. 緊急時等及び事故発生時における対応方法 
（１）サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたとき 

は、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずることとします。 
（２）利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、京都市その他市町村、利 

用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者（介護予防にあっては地域包括支援セン 
ター）等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとします。 

（３）利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を 
速やかに行うものとします。 
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11. 高齢者虐待防止について 
事業者は、ご利用者への差別の禁止、人権擁護、虐待防止のため、虐待防止に関する責任者

の設置、苦情解決対策等の必要な体制整備を行うと共に、従業者に対する虐待防止を啓発、普

及するための研修を実施する等の措置を講じます。 
 
12. ハラスメント対策について  

サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力、ハラスメント行為を行った場合は サービ 
スを中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。 

 

13. 身体拘束等の原則禁止について 

事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 
 

14. 衛生管理等について 

  職員等の衛生状態の保持および健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備および備品等

の衛生的な管理に努めます。 感染症の発生や蔓延予防のために、措置を行います。  
 

15. 事業継続計画の策定について 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に

実施するため、及び非常時の体制で早期の事業再開を図るための事業継続計画を策定し、必要

な措置を講じるものとします。また、必要な訓練を定期的に実施するものとします。 
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【別添資料１】 
 

当事業所における利用者様の個人情報の利用目的 

 

１． 事業所内での利用 

 

①利用者様に提供する事業所内サービス 

②介護保険事務 

③利用開始、終了等の管理 

④会計・経理 

⑤介護事故等の報告 

⑥当該利用者様への事業所内サービスの向上 

⑦その他、利用者様に係る管理運営業務 

 

２．事業所外への情報提供としての利用 

 

①他の介護保険サービス事業者や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、 

病院等との連携 

②他の介護保険サービス事業者や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、 

病院等からの照会への回答 

③ご家族等への心身の状況説明 

④保険者への利用者利用に係る状況の報告 

⑤審査支払機関への給付費明細書の提出 

⑥審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

⑦損害賠償保険等の係る保険会社等への相談又は届出等 

 

２． その他の利用 

 

①介護サービスや業務の維持･改善の為の基礎資料 

②当事業所内において行なわれる看護（介護）学生の実習への協力 

③学会・研究会等での事例研究発表等 

 

 

１．上記のうち、他の介護保険サービス事業者等への情報提供について同意しがたい 

事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出ください。 

２．お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせて 

いただきます。 

３．これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をする事が出来ます。 

 

 

 医療法人社団京健会 さいきょうクリニック 
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【別添資料２】 

 

  当事業所における苦情の受付やご相談 
 
 
苦情処理の体制及び手順 
 

利用者様のサービスに関する苦情やご相談は、専用窓口及び職員が、その都度対応する事とな

っております。 
・ 受付窓口担当 ： 医療法人社団京健会 さいきょうクリニック マネージャー 
・ 連絡先電話番号 ： ０７５－３１３－０７２１ 

 
 担当者不在の場合は、職員が対応し、速やかに担当者に引継ぎを行い対応にあたります。 
 

① 苦情などがあった場合は、直ちに利用者様と連絡をとり事情を聞かせて頂き、内容の把握

に努めます。 
 

② その場で対応できる内容であっても、必ず管理者に連絡し処理内容を決定し、利用者様に

伝達します。 
 

③ 上記によっても苦情処理が行えない場合につきましては、事業所会議で検討します。 
また、必要に応じて顧問弁護士等に相談し決定します。 

 
④ 利用者様に対してのサービス提供によりまして、賠償すべき事故が発生した場合には損害

賠償について検討します。 
 
⑤ 苦情の内容によっては、行政窓口を紹介します。 
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 指定居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）サービスの提供開始に際し、

本書面を交付の上、重要事項の説明を行いました。 
 
（事業者） 
      住  所  京都市右京区西院北矢掛町３９番地１ 
      事業者名  医療法人社団京健会 
      代 表 者  理 事 長  松 井  亮 好     
（事業所） 
      住  所  京都市右京区西院北矢掛町３９番地１ 
      事業所名  医療法人社団京健会 さいきょうクリニック 
      管 理 者  理 事 長  松 井  亮 好  

介護保険指定番号 ２６１０７０７１５６            
 
 私及び家族等は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明及び交付を受け、指

定居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）サービスの提供並びに個人情報の

取り扱いについて同意しました。 
 

     年   月   日 
（利用者・契約者） 

住  所   
                                

       
氏  名                           

 
（署名代行者） 
私は、下記の理由により、契約者の意思を確認したうえ、上記署名を代行しました。 

       
住  所   
                                
 

      氏  名                            
署名を代行した理由（ 本人が署名できないため ・ その他：                   ） 

 
（家族・身元引受人または成年後見人） 
 

住  所   
                                

       
氏  名                            

        
続  柄                              


